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 （１）基本理念としての「異和共生」 
 

近年、人々の価値観がより一層多様化している中、生野区には、国籍・地域

や文化、生活習慣など、様々な違いを有する 60 近くもの国籍・地域をルーツ

とする人々が生活しています。そのため、お互いのことを知り、それぞれの違

いや個性を受け入れ、すべての人が自分らしくいきいきと暮らすことができる

共生社会に向けたまちづくりが求められています。 

ここで、生野区のまちづくりに共通する基本理念として、「異和共生」という

考え方を紹介します。 

この考え方の背景として、共生社会に向けたまちづくりを進めるにあたって、

「お互いの壁を取り払って一緒にやりましょう」とされることが多く見受けら

れますが、壁を完全に取り払うと、結果として多数派が少数派を呑み込んでし

まい、本来の共生の姿ではなくなってしまいがちです。 

そこで、お互いの壁を取り払うのではなく、あえて壁を残したまま、互いに

壁のすきまから一歩、あるいは半歩でも踏み出して、壁と壁の間で一緒にでき

る事を少しずつ増やしていこう、という考え方が「異和共生」で、その語源は

「異 なったまま、和 やかに、共 に 生 きる」状態をさしています。 

この考え方の前提となるのは、互いの壁を支える文化や歴史を尊重し大切に

することです。 

生野区は、この「異和共生」を基本理念として、まちづくり・区政運営を進

めていきます。 
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（２）まちづくり≒家づくり 
 

まちづくり・区政運営を進めていくにあたり、それをひとつの家づくりに例

えてみます。 

まず、家を建てるにはやはり土台となる基礎がしっかりしている必要があり

ます。 

その基礎となる部分がまちの「安全・安心」分野で、防災や防犯、そして福

祉といったセーフティネット2機能として、住民の生命身体にかかる重要でかつ

安全・安心な生活を守るまちとして最低限必要な機能です。 

次に、家づくりの１階部分は、建物として成り立つために必須部分となりま

すが、その１階部分を「経済の活性化」の分野として位置づけ、産業振興、地

域活性化など、ヒト・モノ・おカネといったまちの資源・担い手とそれらの循

環を生み出すまちづくりのエンジンとなる部分となります。 

1 階部分の「経済の活性化」が進むことで、まちの資源・担い手が生まれ、

循環し、それをもとに 2 階、3 階・・として、子育て・教育、そして地域福祉

の分野など、まちの課題解決に向けた取組が拡充していきます。 

そして、それぞれのフロアの活動が活発化し、家全体にわたって資源・担い

手が好循環することで、さらに家全体が堅固なつくりとなり、持続可能で発展

していくまちになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 すべての人が安心・安全に暮らせる多層的・多元的な生活支援の機能・仕組みのこと。 
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（３）誰もが居場所と持ち場のあるまち 
 

生野区では、これまでも、区民の誰もが「居場所と持ち場のあるまちへ」を

スローガンに、区政運営を進めてきました。 

「居場所」とは、誰もが安心して暮らせるためのセーフティネットが機能し

ていることを意味し、「持ち場」とは、自分の得意技や経験、力や時間を活かし

てみんなが何かの担い手として関わることを意味しています。 

まちづくりを家づくりに例えたように、誰もが、まず「居場所」を備えてい

ること、そして、各々の「持ち場」があること。さらに、各々の「持ち場」を

「つないで」いく。これらの好循環が、まち全体として大きな力になり、持続

可能なまち、発展するまちへの原動力となります。 

「異和共生」を基本に、生野区のまちで暮らし、遊び、働く人々がそれぞれ

「面白い」と感じられるまちになってほしいとの考えのもと、区民の誰もが「居

場所と持ち場のあるまちへ」をスローガンに、「暮らしても遊んでも働いても面

白い」異和共生のまちづくりを進めていきます。 
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（４）めざす将来像 
  

生野区では、「異和共生」の基本理念のもと、「誰もが居場所と持ち場のある

まち」を目指すにあたり、目指すまちの将来像を具現化したまちの姿を、大き

く分けて、以下の３つの姿とします。 

 

ひとつは、「安全・安心を身近に感じて暮らせるまち」です。 

しっかりしたセーフティネットのもと、みんながお互いに思いやり支えあい

助けあえるまちで、誰もが、普段の暮らしから災害などの非常時でも、安全に

安心して暮らしていけるまちです。これは区民の生命身体にかかわることで、

まちづくりとしての基盤となるものです。 

 

次に、「にぎわいといろどり豊かな魅力のあるまち」です。 

まちがにぎわい、たくさんの方が訪れ、住んで、住み続けたいと思えるよう

な、いろんな世代にとって住みやすく多彩な魅力のあるまちです。 

 

最後に、「子育てにやさしく、教育につよいまち」です。 

安心して子育てができる環境のもと、未来あるこどもたちがいきいきと学び

成長していくまちで、生野区で子育てしたい、教育を受けさせたいと思えるま

ちです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
安全・安心を身近に 
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（５）めざすまちに向けた「公民地域連携」の手法 
 

生野区では、まちの将来像に向けて取り組むにあたり、「公民地域連携」とい

う手法を考えました。 

まちづくりを進めるにあたって、区役所をはじめとした行政だけの資源では、

マンパワーや予算、時間、アイデア・ノウハウなどに限界があります。 

一方で、まちには、民間事業者や NPO、地域活動の担い手、さらには様々な

分野の専門家や専門的な知見をお持ちの方が複数存在しています。 

そこで、行政の視点だけでまちづくりを捉えるのではなく、まちづくりへの

視点をより広角に捉え、民間事業者や地域住民、専門家の力など、｢異和共生｣の考

え方のもとで互いに対等な立場で連携し、それぞれの持つ強みを活かして共通

の目標に向かい前向きに取り組んでいくという「公民地域連携」の手法を取り

入れながら、まち全体でまちづくりを捉えて取り組んでいきます。 

 

公民地域連携の形を具体化すると、大きく分けて以下の４つのステージ（第

１～４分野）に分けられます（次ページ図参照）。 

これらは、①「行政による助成事業」に対する「収益による事業」の軸、②

「相互扶助の機能」に対する「にぎわいを創出する機能」の軸、という 2 つの

ベクトル軸でマトリクス3にて整理したものです。 

 

第 1 分野は、行政による助成金を財源にした様々な地域活動、高齢者やこど

も達を見守るなどの相互扶助活動です。従来からのまちづくりの基本・根底と

なる最も重要で必須のステージである一方で、もしも地域で人口減少や少子高

齢化が進み続けると担い手が少なくなっていき、その場合はまちのコミュニテ

ィが縮小・衰退していく傾向となります。 

第２分野では、もしも衰退が進んできた場合には、その傾向から脱するべく、

まちのイメージチェンジ、にぎわい創出に向けて、新しい活性化イベント等を

実施するといったステージです。人々の注目を引く集客イベントなどが実施さ

れ、メディア等に取り上げられると注目を浴び、まちの衰退イメージが好転す

るものの、イベントだけでは一過性のものに終わりがちで、まちが変わるエネ

ルギーの総量としては不足するため、まちの本格的な活性化までには至らない

という段階です。 

 
3 英語の「matrix」に由来し、“基盤”や“母体”などといった意味で、一般的に「数学の行列」のことをさします。 
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第３分野にシフトしていくと、まちに存在する民間事業者や NPO、専門家な

どにより、まちの課題解決に向けた取組が一過性のものではなく、創業という

形で事業として継続されるものとなり、まちに日常的なにぎわいが生まれ、再

変革（リノベーション）が引き起こされます。このステージでは、まちづくり

のプロフェッショナルである事業者が活躍するケースが多いのですが、最近で

は大手企業等のビジネスのプロフェッショナルも、従来の顧客ニーズに対応す

るやり方では、ニーズの多様化と変化の速さで利益が出にくくなり、社会課題

を解決し SDGs にもつながる形が結局は利益にもつながることから、まちづく

りに参画するケースも増えてきています。そのような事業者の中から社会課題

を解決するイノベーションプロフェッショナルが生まれ、まちの発展への大き

な役割を担っていくと考えます。 

そして、第４分野になると、こういった取組・事業活動が次世代に継承され

る作用が働き、新たな相互扶助のコミュニティが再生されていく段階になりま

す。創業し面白く活力ある仕事をしている大人から、次世代のこども達のロー

ルモデルとして仕事の魅力を伝えられ、世代を超えてにぎわいと相互扶助が継

続し、拡充していくことで、持続可能なまちづくりにつながっていく状態です。 

  

注 1：ここでは、世代や組織を越えて、にぎわいづくり活動の継承・拡充を共に育む

という意味をさす 

注１ 
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区役所・行政の役割は、第 1 分野や第 2 分野のステージでは、助成金で支援

をしたり自ら活性化事業を行ったりすることですが、第３分野や第４分野のス

テージでは、民間事業者等の優れたアイデアをできる限り制約なく実現するた

めに、行政の強みとしての高い信用力を活かしながら行政内部の調整や規制緩

和などの環境づくりを行うことが重要になってきます。 

なお、生野区には、第１分野や第４分野のステージで力強く活動される地域

団体・ＮＰＯ・社会福祉法人などが数多く存在し、相互扶助、助け合いのコミ

ュニティが大変活発であることが特徴と言えます。人口減少傾向ではあるもの

の、まちがさらに発展できる潜在能力が高く、今も元気な様々なコミュニティ

を大切に育み継承するため、大阪・関西万博等の機会を活かし、にぎわい創出

の取り組みを進める必要があります。 

 

 

 


